
別紙様式１－2（平成22年度延長承認計画用）

１．基本的事項

２．判定結果

乖離値 乖離値

― ―

― ―

74.0 523.0

0.0 153.0

0.0 0.0

総合判定

３．その他

(ⅰ）計画及び前年度執行状況の公表状況

（ⅱ)計画及び前年度執行状況の議会への説明

計画最終年度（又は改善額合計）

―

香川県坂出市

当初計画最終年度目標値（又は補償金免除額）

―

0.0 0.0

目標値

―

0.0

4023.0 4023.0 4176.0

⑤　累積欠損金比率

③　改善額 535.0

―

609.0

④　公営企業債現在高

①　地方債現在高

86.0

―

目標値実績見込値

―

項目

団体担当者会計名 上水道事業会計

平成22年度

小笠原康夫

財政健全化計画等執行状況報告書

団体名

―

―

a 

a

a 

承認年度

②  実質公債費比率

類型

執行状況：　説明なし

計画：　説明なし

計画：公表なし （　HP・広報紙・その他　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　）

（　HP・広報紙・その他　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　）執行状況：公表なし

a 



別紙様式１－6（平成22年度延長承認計画用）

④　改善額

（ⅰ）推移表 （単位：百万円）

（ⅱ）要因分析

香川県坂出市
会計名
団体名

-                 

上水道事業会計

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

補償金免除額

合計平成26年度

改善額合計平成26年度平成25年度平成24年度

535             

37.4%

74.0

272             

198             

0.0%

0.0

67               

67               

平成22年度

平成23年度平成22年度

平成23年度
影響額（単位：百万円）

0.0

609             90               

90               

平成24年度

90               

90               

0.0%

0.0

平成25年度
備考

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

類型 a 

90               

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

0.0

90               

0.0% 608.1%

523.0

13.8%

74.0

86                               

やむを得ない
事情

0.0%

-                 -                 

-                 

-                 

-                 -                 

計画最終年度における未達成の要因

合計

乖離率（D）
（C／A）

計画目標値（A）

実績（見込）値（B）

乖離値（C）
（B－A）



（ⅲ）実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況



別紙様式１－7（平成22年度延長承認計画用）

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

-                 

類型 a 

やむを得ない
事情

上水道事業会計

3.7%

4,176                      

影響額（単位：百万円）

平成22年度

4,055                      4,023                      

会計名

（単位：百万円）

当初計画
最終年度目標値

計画最終年度
（平成26年度）

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

計画最終年度における
未達成の要因

39

合計

平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度平成22年度

実績（見込）値（B）

平成25年度平成24年度平成23年度

4,186                      4,176                      4,114                      

4,225                      4,176                      4,114                      4,055                      

0

0.9% 0.0% 0.0%

0

団体名

0.0% 0.0%

4,023                      

0 0

香川県坂出市

備考

153

-                 -                 -                 -                 

⑤　公営企業債現在高



（ⅲ）実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況



別紙様式１－8（平成22年度延長承認計画用）

⑥　累積欠損金比率

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析 （単位：百万円、％）

分母悪化要因 （単位：百万円）

分子悪化要因 （単位：百万円）

（単位：％）

当初計画
最終年度目標値

計画最終年度
（平成26年度）

-                             

類型 a 

再算定値

 やむを得ない
事情

やむを得ない
事情

-                 

実績見込値（B) 

合計 -                           

平成22年度

分子（累積欠損金）

分母（営業収益等）

累積欠損金比率

年度

影響額（百万円）要因

純損益
乖離値（A-B）

計画目標値（A)

-                           

0.0

計画最終年度（平成26年度）
実績見込値（B)計画目標値（A)

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

実績（見込）値（B）

平成22年度

-                           -                           計画目標値（A）

-                           -                           

平成24年度平成23年度

-                           

0.0

#DIV/0!

-                           

-                           -                           

#DIV/0!

会計名
団体名

上水道事業会計
香川県坂出市

0.0

#DIV/0!

0.0

-                           

平成25年度

0.0 0.0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

乖離要因

備考

合計

平成23年度

平成25年度

平成24年度

平成26年度



（ⅲ）実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）
（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） (　　決　　　算　　)

１． (A) 1,393 1,417 1,384 1,369 1,348 1,338 1,344 1,315 1,305 1,295
(1) 1,386 1,412 1,374 1,366 1,335 1,312 1,337 1,305 1,295 1,285
(2) (B) 7 5 10 3 13 26 7 10 10 10
(3)

２． 28 36 36 29 24 27 28 28 28 28
(1) 1 1 2 2 1 1 1

1 1 2 2 1 1 1

(2) 27 36 35 29 23 25 26 26 26 26
(C) 1,421 1,453 1,420 1,398 1,372 1,365 1,372 1,343 1,333 1,323

１． 1,185 1,212 1,223 1,218 1,165 1,178 1,232 1,175 1,175 1,175
(1) 255 233 275 246 235 243 203 229 229 229

129 112 113 109 104 101 114 114 114 114
11 23 62 40 40 26 26 26

115 98 100 97 92 116 89 89 89 89
(2) 687 727 690 714 664 659 739 691 691 691

35 34 32 34 33 31 42 33 33 33
105 149 128 140 77 43 54 120 120 120
29 19 17 37 32 24 18 18 18 18

518 525 513 503 522 561 625 520 520 520
(3) 243 252 258 258 266 276 290 255 255 255

２． 152 148 143 131 126 123 122 100 100 99
(1) 152 148 143 131 126 123 106 100 100 99
(2)

(D) 1,337 1,360 1,366 1,349 1,291 1,301 1,354 1,275 1,275 1,274
(C)-(D) (E) 84 93 54 49 81 64 18 68 58 49

(F) 2 28
(G) 1 1 1 1 2 2 1 1 1

(F)-(G) (H) -1 -1 1 28 -1 -2 -2 -1 -1 -1
83 92 55 77 80 62 16 67 57 48

(I) 83 92 55 77 80 62 16 67 57 48
(J) 1,185 1,266 1,203 1,385 1,328 1,401 730 1,180 1,130 1,080

44 41 27 48 54 98 38 38 38 38
(K) 152 102 120 240 284 251 150 150 150 150

109 55 66 178 223 192 110 110 110 110
( I )

(A)-(B)
(L)

(A)-(B) (M) 1386 1,412 1,374 1,366 1,034 1,312 1,337 1,305 1,295 1,285

(N)
(O)
(P)

(（N）/（P）×100)

健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額

健全化法施行規則第６条に規定する解消可能資金不足額

健全化法施行令第17条により算定した事業の規模
健全化法第22条により算定した資金不足比
率

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益
地方財政法による資金不足の比率 (（L）/（M）×100)

地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足
額

う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

う ち 未 収 金
流 動 負 債

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

特 別 損 失
特 別 損 益

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入

そ の 他
支 出 計

経 常 損 益
特 別 利 益

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用
支 払 利 息

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 手 当
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

そ の 他
収 入 計

受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金



（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） (　　決　　　算　　)

１． 230 250 100 130 195 491 232 367 200 200

２．

３．

４． 4 5 5 5 7 6 8 8 8 8

５．

６． 18 22 38

７．

８． 18 2 20 26 7 35 5 1 1 1

９．

(A) 252 257 125 179 231 570 245 376 209 209

(B)

(A)-(B) (C) 252 257 125 179 231 570 245 376 209 209

１． 415 433 342 396 588 347 390 300 300 300

20 21 23 23 26 27 27 27 27 27

２． 174 186 282 177 213 496 242 249 263 234

３．

４．

５． 8 11 3 3 3 3

(D) 597 630 624 573 801 843 635 552 566 537

 (D)-(C) (E) 345 373 499 394 570 273 390 176 357 328

１． 340 393 347 361 266 277 300 200 200 200

２． 276

３．

４． 1,038 1,144 1,234 1,178 1,072 1,162 613 1,200 1,200 1,200

(F) 1,378 1,537 1,581 1,539 1,614 1,439 913 1,400 1,400 1,400

-1,033 -1,164 -1,082 -1,145 -1,044 -1,166 -523 -1,224 -1,043 -1,072

(G)

(H) 4,374 4,438 4,255 4,208 4,190 4,186 4,176 4,114 4,055 4,023

（２）他会計繰入金
年　　　　　度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

1 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2

4 5 5 5 7 6 8 8 8 8
4 5 5 5 7 6 8 8 8 8

資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
合　　　　　　　　　　　　計

（単位：百万円）

収 益 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

補 て ん 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 現 在 高

企 業 債 現 在 高

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

補

て

ん

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

純 計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源
充当額

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金



（３）経営指標等

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） (　決　算　)
地方財政法による資金不足の比率(％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

料金回収率※ (％) 103.7 103.8 100.6 101.3 105.8 104.0 98.9 103.4 100.6 102.3

資本費 （円又は％）

総収支比率（法適用） (％) 106.3 106.8 104.0 103.6 106.2 104.9 101.3 103.9 103.4 103.0

経常収支比率（法適用） (％) 117.6 116.9 113.2 112.4 106.3 113.6 101.3 111.9 111.1 110.2

営業収支比率（法適用） (％) 117.0 116.5 112.3 112.2 117.6 111.4 110.0 114.0 113.1 112.2

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲)

(％) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

うち基準内繰入金 (％) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
うち基準外繰入金 (％)

(％) 1.6 1.9 4.0 2.8 3.1 1.1 3.8 0.1 0.1 0.1
うち基準内繰入金 (％) 1.6 1.9 4.0 2.8 3.1 1.1 3.8 0.1 0.1 0.1
うち基準外繰入金 (％)

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 地方財政法による資金不足の比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００（病院事業にあっては「営業収支比率」を「医業収支比率」と読み替えること。）

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記入すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入※／汚水処理費※×１００

※　各年度の「使用料収入」及び「汚水処理費」については、「地方公営企業決算状況調査」で報告された（又は報告すべき）数値により算出した、特別会計単位の率を記入すること。当該率は

　「Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果」の「２　年度別目標等」の「(4)　下水道事業」に記入される「使用料回収率」と一致するものであるので、留意すること。　

　３　上記指標のうち「資本費」は、要綱別表２に基づいて算出すること。

　４　上記指標のうち（再掲）と記してあるものは、「（１）収益的収支、資本的収支」において記入したものの再掲の意であり、当該表中から各年度に係る数値を転記すること。

(単位：％)

繰
入
金
比
率

収益的収入分

資本的収入分



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　　①　料金設定の考え方、料金収入の見込み

　　　　　現在の料金設定の考え方（設定方法等）や、料金水準に対する考え方（類似団体等との比較）、今後の料金収入の見込みとその根拠（有収水量や利用者数の推移等）等について記入すること。

　　　②　他会計繰入金の見込み

　　　　　他会計からの負担金、補助金、出資等の対象、規模、推移等について、どのように条件設定したのか分かるよう記入すること。

　　　③　大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み

　　　　　大規模な建設改良事業の実施予定の有無、事業費規模や実施時期及びその際の財源等、また、資産の売却時期や額等について、内容がわかるように記入すること。

　　　④　その他収支見通し策定に当たって前提としたもの

　　　　　収支見通し策定に当たって設定した料金設定、他会計繰入金、大規模投資・資産売却以外の前提条件を設定している場合には、その内容を具体的に記入すること。

　　２　病院事業にあっては、「料金設定の考え方」については記入不要であること（「料金収入の見込み」については要記入のこと）。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

条件項目 収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

　受水費の値上げによる費用増については、時期・値上げ率が、流動的であることから、策定には含めていない。

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

料金改定を行わず将来見込みを作成した。料金収入については、配水量は、平成5年をピークに減少しており、今後も減少する見込み
から、減収見込み。

２　他会計繰入金の見込み

消火栓に関する繰入金のみであり、今後も同様であると考えられる。

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

基幹管路、水道施設の耐震化及び老朽化施設(浄水場・配水管)等の更新に、大規模投資が見込まれる。



Ⅳ　経営健全化に関する施策

Ⅱの課題番号

⑤

③

○　維持管理費等の縮減その他経営
　効率化に向けた取組

受水量の削減について、平成１４年度１４，５００㎥／日を平成１５年度１４，２００㎥／日、平成１６年度１３，５００㎥／日に減らし受
水費の削減を行った。そして、平成２０年度からは、１３，０００㎥／日、平成２１年度からは、１２，５００㎥／日に削減した。
また、委託料を含めた経常経費全体(職員給与費、受水費除く)で年間２百万の経費節減を計画している。

○　指定管理者制度の活用等民間委
　託の推進やＰＦＩの活用

現在、検針業務・漏水調査業務・宿日直業務・設計業務を外部委託で行っている。今後、他の業務の外部委託等は、未定。

◇　退職時特昇等退職手当のあ
　り方

平成19年4月より、退職時特昇は廃止。

◇　福利厚生事業のあり方 平成15年度より段階的に市職員共済会に対する補助金を給付事業・厚生事業のみに充て、掛け金と1：1の割合で負担することとした

◇　給与構造の見直し、地域手
　当等のあり方

国家公務員の給与構造改革に準じて、平均4.8％給与水準の引き下げや査定昇給制度の導入を柱とした給与構造の抜本的改革
を平成19年4月より実施。
特勤手当について、業務手当については、平成１９年７月で全廃、他の特殊勤務手当については、今後、月額から日額への変更を
検討するなど、廃止を含めた見直しを積極的に進めていく。

◇　技能労務職員に相当する職
　種に従事する職員等の給与の
　あり方

該当職員なし。

○　定員管理 平成元年度56名いた職員数を平成18年3月現在28名に削減。集中改革プランに基づき28名を維持。

○　給与のあり方

項　　　　目 具　体　的　内　容

１　経常経費の見直し



Ⅳ　経営健全化に関する施策（つづき）

Ⅱの課題番号

②

①・④

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策かが明らかとなるよう、Ⅱに付し

　　　た課題番号を「Ⅱの課題番号」欄に記入すること。

　　２　今後行う経営改革の取組の内容について記載すること。なお、平成19年度から平成21年度までの間に公的資金補償金免除繰上償還措置の承認を受けている公営企業については、更な

　　　る経営改革の取組の内容が分かるように記載すること。ただし、新規に計画を策定する公営企業については、計画前５年間に取り組んできた経営改革に関する施策についても記入する

　　　こと。

　　３　本表各項目に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善効果額の算出が可能な項目については、「Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標」にその改善効果額を

　　　記入すること。なお、当該改善効果額が計画前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減等）については、当該改善効果額の算出方法も併せて各欄に記入

　　　すること。

　　４　繰越欠損金や不良債務、資金不足額等がない場合等、事業の経営状態が良好な場合又は必ずしも悪いとはいえない状態の場合であっても、事業経営を良好な状態に維持するため又は

　　　更なる経営効率化のために講じることとしている費用削減施策・収入確保施策等があれば、当該施策を記入すること。

　　５　必要に応じて行を追加して記入すること。

○　経営健全化や財務状況に関する
　情報公開

　決算状況・上半期業務状況を市の広報紙に掲載。

○　料金水準が著しく低い団体にあ
　っては、コスト等に見合った適正
　な料金水準への引き上げに向けた
　取組

近隣団体と比べると、平均的な料金となっている。老朽施設更新によって財政状況の悪化が予想されるので、県水受水費値上げ
の動向を見守りつつ、取り組んでいきたい。

３　経営健全化や財務状況に関する情報
　公開の推進と行政評価の導入

○　行政評価の導入

４　その他
浄水場・配水管の老朽化が進む一方、更新が遅れている現状にある。早急・大規模な更新工事が必要。
水道局平均在籍期間が短かく、技術力の継承が困難な状況にあることから、今後、知識、技術力を持ったの職員の育成が急がれ
る。

項　　　　目 具　体　的　内　容

２　コスト等に見合った適正な料金水準
　への引上げ、売却可能資産の処分等に
　よる歳入の確保



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果
１　主な課題と取組み及び目標

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　　　なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）（以下、「財政健全化法」という。）に規定する「財政健全化計画」、「財政再生計画」又は「経営健全化計画」を定めていることから、地方財政法施行令

　　　附則第６条第３項の規定により、これらの計画を「公営企業経営健全化計画」とみなす場合には、各計画における施策のうち、それぞれの各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　各項目への記入に当たっては、Ⅳに掲げた施策又は健全化法に基づく計画に掲げた方策をそのまま転記せず、ポイントを簡潔にまとめた形で記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

課　題 取　組　み　及　び　目　標

１　経常経費の見直し
　平成１４年から平成１８年度末にかけて職員数４４名から２８名に削減、平成１５年度から３ヵ年で鴨川浄水場管理業務を、職員８名から嘱託員８名に変
更しました。当面は、現在の職員数を確保の予定。(なお、各年度職員数については、３月３１日現在とする。)
また、委託料を含めた経常経費全体(職員給与費、受水費除く)で年間２百万の経費節減を計画している。

３　一般会計等からの基準外繰出しの解消等

４　その他



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２　年度別目標等
（１）水道事業【延長計画策定団体】
　　①　年度別目標 （単位：百万円、％）

平成○年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
（当初計画前年度） （当初計画初年度） （当初計画第２年度） （当初計画第３年度） （当初計画第４年度） （当初計画第５年度）

（延長計画前年度） （延長計画初年度） （延長計画２年度） （延長計画３年度） （延長計画４年度） （延長計画５年度）
当初計画の目標値
（実績値）
延長計画の目標値
当初計画の目標値 4,351 4,303 4,270 4,186 4,176
（実績値） 4,255 4,208 4,190
延長計画の目標値 4,186 4,176 4,114 4,055 4,023

【収入の確保】

改善効果額（料金の適正化）

改善効果額

改善効果額（負担金の確保等）

改善効果額（収入増額）

改善効果額

【経費の削減】

230 230 230 230 230

1.11 1.16 1.16 1.16 1.16 5.75

改善効果額 1 1 1 1 1 5

0.05

改善効果額 0.11 0.16 0.16 0.16 0.16 0.75

345 327 327 327 327

改善効果額（適正化） -5 13 13 13 13 47

改善効果額（縮減額）

改善効果額

52.75

13.99

【収入の確保】

 改善効果額（料金の適正化）

改善効果額

改善効果額（負担金の確保等）

改善効果額（収入増額）

改善効果額

【経費の削減】

改善効果額

改善効果額

522 510 520 520 520 520

改善効果額（適正化） 12 2 2 2 2 20

改善効果額（縮減額）

改善効果額

　注１　「課題」欄については、「１　主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 20

　　２　「延長計画に計上した施策に係る改善効果額」欄には、「当初計画に計上した施策に係る改善効果額」を含めないこと。

　  ３　「普通会計における改善効果額のうち水道事業会計に加算する額　Ｃ」欄については、当該会計における経営改革の改善効果額が当該会計に係る旧資金運用部資金の 589

　　　　補償金免除額に達しない場合に記入すること（ただし、加算できる改善効果額は、普通会計に係る旧資金運用部資金の補償金免除額を上回る場合に限る。）。 609

86

延長計画改善効果額　合計　Ａ

その他（　　　　　）

維持管理費等③

工事コスト

その他（　　　　　　）

普通会計における改善効果額のうち水道事業会計に加算する額　Ｃ

Ａ＋Ｂ＋Ｃ

＜参考＞延長計画補償金免除額（旧資金運用部資金）

当初計画改善効果額　合計

（参考）当初計画補償金免除額（旧資金運用部資金）

延長期間が２年以下の場合に加算する改善効果額　Ｂ

延
長
計
画
に
計
上
し
た
施
策
に
係
る
改
善
効
果
額

料金改定率

未収金の徴収対策

一般会計負担金の額

資産の有効活用

その他（　　　　　　）

職員給与費の適正化

給与水準

その他（　　　　　）

維持管理費等

工事コスト

その他（　　　　　　）

　職員給与費（退職手当以外）

改善効果額

当
初
計
画
に
計
上
し
た
施
策
に
係
る
改
善
効
果
額

料金改定率

未収金の徴収対策

一般会計負担金の額

資産の有効活用

その他（　　　　　　）

職員給与費の適正化

　職員給与費（退職手当以外）

改善効果額

給与水準

延長計画合計

累積欠損
金比率

企業債現
在高

区分 課　題 目標又は実績 当初計画合計



（１）水道事業【延長計画策定団体】（つづき）
②　経営状況

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算）
 給水人口　　　　　（人） 58,863 58,512 58,223 58,060 57,671 57,146 57,471 57,371 57,271 57,171

 年間総有収水量　　（㎥） 7,506,022 7,616,029 7,438,677 7,383,934 7,242,954 7,133,390 7,217,834 7,205,274 7,192,714 7,180,154

 公称施設能力　　（㎥／日） 45,235 45,235 45,235 45,235 45,235 45,235 45,235 45,235 45,235 45,235

 １日最大配水量　（㎥／日） 28,422 29,235 27,235 28,416 27,371 26,672 27,121 26,996 26,871 26,746

 最大稼働率　　　　（％） 63 65 60 63 61 59 60 60 59 59

 供給単価　　　　（円／㎥） 185 185 185 185 184 184 182 181 180 179

 給水原価　　　　（円／㎥） 178 179 184 183 174 177 176 175 175 175

③　簡易水道事業の統合に係る基本方針
　注　「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記入すること。

平成28年度末を目標に統合に向け事務作業を進める予定。


